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１　はじめに

　格差社会，資源の枯渇，気候変動など現代社会

における問題は複雑化しており，さらに，グロー

バル化の進展や情報化の進行に伴い，社会問題の

拡大は加速度を増し，その影響は我々の想定をは

るかに超えるものとなっている。ウルリッヒ・

ベック（Ulrich Beck）は，チェルノブイリ原発事

故以降，人間同士が相互に距離を保てるように高

度に発展してきた社会の終焉を迎え，危険が現実

に存在しているにもかかわらず，それを知覚しえ

ない「（産業化された）危険社会」（東廉，伊藤美

登里訳）が到来したとしている 1)。また，盛山和

夫は，現代社会における社会問題を「21世紀型社

会問題」と呼び，社会の秩序の新たな構築を要請

するものとしている2)。このような社会の要請を

受け，社会科における思考力・判断力・表現力の

目標として，新たに「社会に見られる課題を把握

して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・

判断したりする力」が示されるようになった3)。

　社会科授業において，「社会に見られる課題」

を扱う場合，その選択は授業者に委ねられる。ゆ

えに授業者は，社会情勢を鑑み，子どもが考察す

る意義ある「社会に見られる課題」を抽出，提示

しようとする。しかし，その解決に向けての選択・

判断を子どもが自らの価値観にもとづいて行うに

しても，「解決を願う授業者の思いが高じれば高じ

るほど，授業は，特定の評価，判断，結論，行動

へと子どもをかきたてる場と堕していく」 4)こと

が懸念される。このような授業者の「価値注入」

を回避するためには，授業者が「社会に見られる

課題」の内容編成原理にもとづき，課題を抽出し

ていく必要がある。「特に，小学校においては，

発達の段階を踏まえるとともに，学習内容との関

連を重視し，学習展開の中で児童が出合う社会的

事象を通して，課題を把握できるようにすること

が大切」 5) になる。「社会に見られる課題」を社会

問題として捉えた場合，それを扱う社会科授業は

広く展開されてきた。そこでは，実在，論争，構

築といった社会問題の捉え方や，その授業構成に

ついての検討が行われてきたものの，どのような

社会問題をどのような順序で扱うかという内容編

成についての議論は十分になされてこなかった 6) 。

　そこで，本研究では，小学校社会科に焦点をあ

て，授業者が社会問題を扱った学習を展開するた

めの内容編成について検討する。なお，「社会に

見られる課題」については，社会に「見られる」

と表記されていることからもわかるように，社会

生活を営む人々全体の課題として示されており，

「課題」を顕在的なものとして捉えている。この

ことから，「社会に見られる課題」は，社会問題

の中でも実在問題となり，それが問題であるかど

うかで対立する論争問題や，問題を構築すること

とは区別されるものとなる。以下，本稿では，社

会問題を実在問題と表記する。

２　実在問題の領域の検討

　実在問題の３領域の設定

　社会科授業において，どのような実在問題を扱

うべきか，という課題に対応するため，その領域

を設定する試みがなされてきた。実在問題の領域

の設定する利点としては次の二点を挙げることが

できる。一点目は，授業者が実在問題を扱う学習

を展開するうえで，各領域が実在問題を抽出する

一つの目安となり，授業者の価値観にもとづいた

「抽出の偏り」をなくすことができるという点で

ある。二点目は，一つの領域に着目して学習を展

開するならば，他の教科，領域に関連付けること
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で，環境教育や健康教育といった各種教育の充実，

推進につながるという点である。

　実在問題を領域としたカリキュラム研究の代表

的なものとして，日本生活教育連盟（以下，日生

連と表記）による「日本社会の基本問題」がある  7) 。

そこでは，社会問題を歴史的な発展過程の中で立

ちあらわれてきたものと捉えたうえで，災害，健

康，政治など九つの領域が設定し，それらを子ど

もの発達段階をふまえて配置する構想となってい

た。日生連が示した「日本社会の基本問題」は，

初期社会科において問題解決学習を展開するうえ

での「問題」を明らかにしたという点において大

きく貢献したものの，その継続，更新については

課題を残した。その後，実在問題の領域設定は，

意思決定や社会形成といった市民社会科論の過熱

とともに，検討されるようになる。

　例えば，佐長健司は，「社会形成力育成カリキュ

ラム」を構想する中で学年段階に応じた領域を設

定し，初等後期では，「基盤」「経済・産業」「社

会・文化」「現代的諸課題」を示している 8)。また，

小原友行は，「『ユニバーサル・シティズンシップ』

の育成を目指した小・中学校の社会科カリキュラ

ム」を構想し，その中で，「経済」「民主政治と法」

「社会と文化」「環境」「国際関係と平和」，「学校

の特定課題」の領域を設定している 9) 。さらに，

唐木清志は，子どもの社会参加を促すうえで，地

域社会の課題の教材化を重視し，「教育」「犯罪と

安全」「健康と福祉」「環境」「まちづくり」の領

域を設定している 10）。以上のように，実在問題の

領域設定は，論者によってその範囲が異なる。そ

こで，先行研究の内容をふまえつつ，新たな実在

問題の領域を設定を試みる。

　まず，一つ目の領域として，「社会・経済」を

設定する。ここでいう「社会」とは，社会福祉や

公的扶助などの社会保障に関わる問題である11）。

この問題は，労働者や高齢者など，社会の成員の

人権にかかわる問題であり，それは，雇用や給付

などの経済の問題と切り離して考えることはでき

ない。例えば，生活保障の充実を願うクレイムは，

表面的にみれば，生活を送る上での経済的救済を

主張しているようにみえる。しかし，その根底に

は，日本国憲法の理念にもとづいた「最低限の生

活（健康で文化的な生活）を送る権利があるはず

だ」という主張がある。このようにクレイム申し

立ての根拠を捉えるならば，貧困の問題は自身の

権利を訴える問題となる。このことから，「社会」

と「経済」は分かちがたく結びついた問題となり，

「社会・経済」領域を設定することが妥当なもの

となる。

　次に，二つ目の領域として，「環境・文化」を

設定する。その理由として，先に上げた資源の枯

渇や気候変動いった近年の環境問題の深刻化を挙

げることができる。さらに，ここに文化を加える

のは，人々にとって望ましい環境を構築すること

が伝統文化の喪失という新たな問題を生じさせる

ことにもなるからである。例えば，地域環境の保

全を考えた場合，地域の景観を保つこともそこに

含まれる。地域のインフラを整備することは，よ

り快適な町づくりにつながるものの，歴史的建造

物が撤去され，文化的価値が喪失することもある。

後に述べるように，「環境」も「文化」も清らか

さといった価値の喪失が論点となる。

　そして，三つ目の領域として，「健康・安全」

を設定する。これは，平成28年の「幼稚園，小学

校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領等の改善及び必要な方策等について （答

申）」の中の「現代的な諸課題に対応して求めら

れる資質・能力」の一つ目として，「健康・安全・

食に関する力」が示されていることに依る 12）。近

年，東日本大震災，COVID-19の発生により，改

めて健康や安全のあり方が問われており，自然災

害や飢餓や疫病などの問題は，子どもが解決策を

考えていく上で必要不可欠な問題となっている。

未曾有の自然災害は各地で発生しており，それに

対する対策，対応は急務である。また，情報化に

伴う個人情報の漏洩は避けられないものとなって

おり，個人をこえた組織のセキュリティー対策の

構築が求められている。このように「健康・安全」

領域は，現代社会において必須の領域であるとい

える。

　以上，論じてきたように，実在問題の領域は，

「社会・経済」「環境・文化」「健康・安全」の三

つの領域に分けることができる。この他にも「政

治」領域を設定することもできる。しかし，本研
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究においては，この領域を設定しない。それは，

実在問題の解決に向けて構築される政策は，すべ

て政府や行政による「政治」によって構築される

ものであり，「社会・経済」「環境・文化」「健康・

安全」の三つに領域すべてにかかわるものとなる

からである。

　社会問題の構築が人々のクレイム申し立てが発

端になっていることをふまえると，三つの領域に

は，それぞれ根拠となるレトリックがあるはずで

ある。構築主義の立場から社会問題研究を行って

いる中河伸俊は，社会問題が構築される際に頻繁

に登場するレトリックについて，「権利のレトリッ

ク」「喪失のレトリック」「危険のレトリック」を

挙げている 13）。「権利のレトリック」は，あらゆる

人に対して，平等な制度的アクセスを保障されな

いことを問題とする。「喪失のレトリック」は，

自然，伝統文化，清らかさなどが失われることを

問題とする。「危険のレトリック」は，人々の健

康や身体の安全への危険を問題とする。「権利」「喪

失」「危険」のレトリックはそれぞれ実在問題の

領域として設定した「社会・経済」「環境・文化」

「健康・安全」と関連性をもつものとなる。この

点をふまえ，実在問題の三つの領域の内容，それ

にかかわるキーワード，問題の根拠となるレト

リックを示すと表１のようになる。

　「社会・経済」は，社会福祉や公的扶助などの

社会保障に関わる問題があてはまる。この領域で

は，高齢者，貧困，ジェンダーといった社会の成

員の権利が奪われることが問題となる。ここでは，

マイノリティだけでなく，企業や自治体，組合と

いった組織の権利も含むものとなる。「環境・文化」

は，公害や資源，エネルギーの消費や保護に関わ

る問題があてはまる。この領域では，資源やエネ

ルギーの消費や保護にかかわる問題であることか

ら，それらの価値が喪失することが問題となる。

「健康・安全」では，自然災害やパンデミックの

発生などの生活基盤に関わる問題があてはまる。

この領域は，災害や事故など，日常の生活の中で

生じる危険が問題となる。

　実際のところ，原子力発電所の稼働の問題のよ

うに，ここに示す３領域をまたいで発生する実在

問題もあることから，領域の境界は極めて曖昧な

ものとなる。しかし，社会科授業においては，こ

の境界が有効に機能する。認識形成の段階をふま

えると，例えば，小学校中学年段階において，３

領域すべてを扱うことには困難が生じる。そこで，

一つの領域に絞って実在問題について考えること

で，その解決策を検討することが可能になる。ま

た，３領域をまたぐ実在問題を扱うにしても，そ

の探究過程において，まず，一つの領域に検討さ

せ，順にその他の領域にも着目していくことで，

実在問題の論点を明確にしたり，実在問題の発生

を時系列で確認したりすることができる。例えば，

林業で働く人の減少は，労働者の収入の減少，生

きる権利の喪失につながる（社会・経済）。そし

て，間伐を行う労働者が減少することにより森林

の荒れにつながり，林業という日本古来の文化的

価値が喪失する（環境・文化）。そして，それが

進行することにより，土砂災害という自然災害が

発生する（健康・安全）。このように，実在問題

の３領域は，実在問題を限定的に捉えるものでは

なく，あくまで実在問題の大枠であり，学習を展

開していく中で，ニュートラルに活用していくも

のとなる。 
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表１　実在問題の３領域

健康・安全環境・文化社会・経済

自然災害やパ

ンデミックの

発生などの生

活基盤に関わ

る問題

公害や資源，エ

ネルギーの消

費や保護に関

わる問題

社会福祉や公

的扶助などの

社会保障に関

わる問題

内
　
　
容

災害，事故，事

件，個人情報，

病気，生命等

廃棄物，資源，

エネルギー，森

林，公害，温暖

化，景観，伝統，

文化等

高齢者，貧困，

格差，障害者，

ジェンダー，雇

用等

キ

ー

ワ

ー

ド

危険のレトリック

人々の健康や

身体の安全へ

の危険を問題

とする。

喪失のレトリック

自然，伝統文

化，清らかさな

どが失われる

ことを問題と

する。

権利のレトリック

あらゆる人に

対して，平等な

制度的アクセ

スを保障され

ないことを問

題とする。

レ

ト

リ

ッ

ク



　実在問題の領域と本質主義の関係

　実在問題の領域を設定するということは，「人間

や文化，自然といったものにある本質を見いだし，

そこに客観的・内在的価値を認めようとする」と

いう本質主義の立場に立つこととなる。

　本質主義の意義について，佐野亘は次のように

述べている 14）。

　結局のところ，より適切な公共政策規範を探求

しようとすれば，われわれは必然的に一種の人間

学に近づかざるをえないように思われる。考えて

みれば当然のことだが，純粋な机上の空論によっ

て正しい権利の範囲や好ましい公共政策のあり方

が論理必然的に導き出せるわけではない。（中略）

そして経済発展がほんとうに人びとのためになっ

ているかどうかは，究極的には，なにをもって

「よき生」とするかによるのであって，誰にとっ

ても好ましい条件であるからにはないように思わ

れる。

　「より適切な公共政策規範を探求しようとすれ

ば，必然的に一種の人間学に近づかざるをえない」

とあるように，社会科授業において実在問題を取

り上げようとするならば，まずは，客観的・内在

的価値があることを認める必要がある。それすら

疑い，新たな価値を個人が構築していく経験も，

より望ましい社会の形成には必要である。しかし，

そもそも価値認識が未熟な小学校段階において，

あれもこれもよいとする相対主義に陥ることは，

危険なことでもある。子どもの価値認識形成を促

すという意味においても，本質主義的見方は必要

である。このように，実在問題の３領域について

は，本質主義的見方にもとづいており，人間や自

然，文化といった本質的な価値が欠如した状態と

なる。そして，そのための解決策は，客観的・内

在的価値の充足が必要になる。

　また，本質主義的見方については，道徳的基盤

理論によっても擁護することができる。ジョナサ

ン・ハイト（Jonathan Haidt）は，人間は，「ケア」

「公正」「忠誠」「権威」「神聖」「自由」という六

つの道徳的基盤を有することを主張した 15）。ハイ

トが重視するのが人間の直観的反応であり，道徳

的な基盤を生得的なものと見なす。そこには，たっ

た一つの道徳的受容器ではなく，社会的な出来事

の本質を見極められるよう導く，人類共通の基本

的な社会受容器があるとする。それが「ケア」「公

正」「忠誠」「権威」「神聖」「自由」という六つの

道徳的基盤となる。これらは，先に示した実在問

題の３領域のレトリックにも関連する。例えば，

「ケア」は危険のレトリック（健康・安全）に，

「公正」や「自由」は権利のレトリック（社会・

経済）に，「忠誠」「権威」「神聖」は喪失のレト

リック（環境・文化）に関連する。佐野は，こう

した人間の道徳的感覚について，「多くの人がこう

した直観を有していることは無視しがたいし，こ

うした研究の進展により，正義ではなく，むしろ

善に関して広範な社会的合意が形成されることも

考えられないわけではない」 16）としている。

　持続可能な開発の視点からの３領域の検討

　実在問題について考えるにあたり，持続可能な

開発は避けてとおることはできない。2015年９月

の国連総会において，国連加盟193ヵ国すべてが

賛同した国際目標として，持続可能な開発目標と

訳されるSustainable Development Goals（以下，

SDGsと表記）が採択された。SDGsには，17の目

標と169のターゲットがある。SDGsは，「世界の変

革」，そして，「誰一人取り残されない」ことを理

念 と し，人 間（People），地 球（Planet），繁 栄

（Prosperity），平和（Peace），パートナーシップ

（Partnership）という五つの原則にもとづいてい

る。SDGsの17の目標は，経済，社会，環境という

三つの側面の統合をめざすものとなる 17）。

　実在問題の３領域の中の「社会・経済」は，SDGs

が実現する社会，経済の側面と一致する。また，

「環境・文化」は，SDGsが実現する環境の側面と

一致するものとなる。「健康・安全」については，

SDGsが実現する社会，環境，経済という三つの側

面の中では，社会に位置づくものとなる。本研究

では，「健康・安全」を社会の中に含めず，あえ

て独立した領域として設定している。それは，先

述したように，自然災害や健康にかかわる問題の

解決が喫緊の課題となっているからである。予測

不能な事態に対応していくには，日常生活の中で，
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気候変動や未曾有の災害の発生，パンデミックな

ど様々なリスクに備え，事前にその被害を最小限

にしていくことが求められる。また，情報社会の

進展は，個人の生活の利便性を高める反面，その

安全を脅かすものとなっている。例えば，個人情

報の漏洩の問題は，自然災害や健康の問題のよう

に直接的に個人の生命の危機につながるものでは

ないものの，個人情報を悪用されることによる経

済的損失やSNSによる誹謗，中傷は，生活水準の

低下や精神的苦痛を生み出すものとなる。それだ

けでなく，不特定多数の人々との交流を可能にし

た情報ツールの発達は，他者とのコミュニケー

ションを容易にする反面，見えない相手との関係

が思わぬ犯罪につながることも危惧されている。

　このように「健康・安全」領域にかかわる問題

は，自らの生命や安全に深くかかわるものである

ことから，日常生活の中においても，子どもが自

身の問題として自覚しやすいものとなる。SDGsの

目標において，社会の側面に位置づけられている

項目を，「健康・安全」領域から捉え直すと，「２

飢えの根絶」「３健康な生活」「11住み続けられる

まちづくりを」の三つがそこに位置づくことに

なる。

３　実在問題の配列の検討

　問題のスケールと地域性からの検討

　２で示した実在問題の領域設定の先行研究で

は，その配列においても言及しているものの，実

在問題の範囲を拡大していくことに終始し，その

多くが同心円的拡大にもとづいた配列となってい

る18）。小学校社会科の教育内容が地域社会生活か

ら国民生活，そして国際社会へと進む配列になっ

ていることをふまえると，同心円的拡大にもとづ

いて実在問題を配列し，段階的に子どもの認識を

形成していくことは妥当なものとなる。しかし，

授業者が実在問題の範囲を拡大していくことと併

せて，子ども自らが思考し，実在問題にかかわる

知識を関連付けながら認識を形成する配列につい

ても検討しなければ，学年を経るにつれ，より多

くの実在問題にかかわる知識を伝達するだけの，

形式的な学習となる。そこで，スケールの概念や

知識成長の方法19）にもとづいて学年段階における

実在問題の扱いの「違い」を明らかにしつつ，配

列の在り方について検討する。

　唐木清志は， 18歳市民時代の公民教育を展開し

ていくうえで，「社会に見られる課題」をキーワー

ドとした小中高の系統性を念頭においた学習活動

を組織する必要があるとしている20）。その中で，

同種の「社会に見られる課題」であっても，そこ

に「違い」をつくり出すことが重要になるとして

いる。例えば，「健康・安全」領域における自然

災害の問題は，小学校の中学年から高学年，さら

には，中学校段階においても扱うことが考えられ

る。そこで，まず，学年を経るにつれ，同種の実

在問題の範囲を拡大していくという「違い」を設

けることで，認識形成を図ることが重要になる。

　実在問題の範囲を拡大するということに関連し

て，澁谷友和は，社会事象をスケールで捉えるこ

とを重視し，「未来を予測するための時間スケール

と空間スケールの関係」 21）を明らかにしている。そ

の中で，短期的時間スケールで生じる受苦はロー

カルな空間において生じ，長期的時間スケールで

生じる受苦は，ナショナルやグローバルな空間に

おいて生じることを指摘している。つまり，実在

問題の時間の経過（時間のスケール）と空間的拡

大（空間のスケール）は，密接にかかわるものと

なり，実在問題の範囲の拡大は，時間と空間のス

ケールの連続的な拡大として解釈することができ

る。この実在問題の範囲の拡大という「違い」に

もとづいて学習を展開するならば，地域という

ローカルな問題を扱った後，ナショナル，グロー

バルな問題を扱うことで，子どもの実在問題に対

する知識を「付加的」に成長させていくことがで

きる。

　一方，ローカルな空間のみに着目する場合，実

在問題を空間的に分離したものと捉えることがで

きる。ローカルな空間は，ナショナルやグローバ

ルな空間と比べるとミクロなスケールであるもの

の，それぞれの空間の中で自治が行われており，

そこに存在する条例に従って人々は社会生活を営

んでいる。この点をふまえるならば，同種の実在

問題であっても， Ａ地域の問題とＢ地域の問題と

して区別され，地域間での「違い」が生じること

となる。この空間的な分離という「違い」にもと

― ２５ ―



づいて学習を展開するならば，Ａ地域の問題扱っ

た後，同種の（類似の）問題が生じるＢ地域を扱

うことにより，子どもはそれらを関連付け，実在

問題に対する知識を「累積的」に成長させていく

ことができる。当然のことながら，ローカルな空

間においては，異種の問題も生じる。自然災害を

例にとると，火山の噴火，津波の発生，大雪といっ

た自然災害は，地域の地形や気候の「違い」によっ

て生じるものであり，それらは地域特有の問題と

なる。空間的な分離という「違い」に着目しつつ，

さらに異種の問題という問題の「違い」にもとづ

いて学習を展開する場合，Ａ地域の問題を扱った

後，異種の問題が生じるＣ地域を扱うことにより，

子どもは，それらを関連付け，実在問題に対する

知識を「変革的」に成長させていくことができる。

なお，実在問題の範囲の拡大では，時間と空間の

スケールは密接にかかわるものであった。しかし，

特定のスケールのみに着目する場合，時間と空間

のベクトルは異なるものとなる。実在問題を時間

的に分離したものと捉えるならば，過去に生じた

歴史的な実在問題，未来に生じる予測的な実在問

題の二つが想定される。本稿では，「現代的な」

社会に見られる課題についての検討を行うため，

時間的な分離に関する実在問題については扱わ

ない。

　以上の検討にもとづくならば，実在問題のス

ケールの「違い」，そして，地域性の「違い」に

もとづいて配列を検討することができる。実在問

題をローカルな空間で捉える場合，そのスケール

もミクロなものとなることから個別具体的な問題

として位置付けることができる。そして，実在問

題をナショナルやグローバルな空間で捉える場

合，そのスケールはマクロなものとなり，より抽

象的な問題として位置付けることが可能になる。

また，実在問題を地域性にもとづいて捉える場合，

今ここで生じる問題であるか，他所で生じる問題

であるかという視点から実在問題を区別すること

ができる。この実在問題の区別は，その配列にお

いての重要な視点となる。ローカルな空間におい

て生じる具体的な実在問題，そして，今ここで生

じている実在問題は，子どもと実在問題との物理

的な距離が近いという意味で共通し，ナショナル

やグローバルな空間で生じている実在問題，他所

で生じている実在問題は，それが遠いという意味

で共通する。当然のことながら，子どもと実在問

題の物理的な距離が近いほど，子どもにとっては，

「身近な」問題となり，既有知識と関連付けて実

在問題を把握することが可能になる。それゆえ，

まずは，子どもにとって物理的な距離が近い実在

問題を授業者が扱い，徐々にその距離を広げてい

くという配列をすることが妥当なものとなる。そ

のための実在問題の配列の方向性は，具体から抽

象，ここから他所という２方向が想定される。

　急いで付け加えるならば，学年が上がるにつれ

て，具体的かつ今ここで生じている実在問題から

距離を置いていくというわけではない。中学年段

階で扱った実在問題であっても，高学年段階で扱

うことは可能であるし，その際は，実在問題の把

握のみならず，それを解決するための政策につい

て検討させるなど，学習方法の差異を設けること

ができる。ただし，本研究では，実在問題の内容

編成に焦点をあてているため，学習方法について

は言及しない。

　問題の内容からの検討

　社会科授業の入口にあたる小学校第３学年にお

いて，すべての領域から実在問題を抽出し，学習

を展開していくこともできるものの，子どもの認

識形成という点をふまえると，それが困難になる

場合もある。例えば，「社会・経済」領域では，

人権や利潤といった内容も扱うことになることか

ら，小学校の中学年段階では，その意味内容を捉

えたり，その価値を比較，検討したりすることが

困難になることも想定される。そこで，認識をめ

ざす実在問題の内容に応じて，その配列を検討し

ていく必要がある。

　表２は，平成29年告示の小学校学習指導要領

解説社会編の中の「社会に見られる課題」（実在

問題）の学年ごとの内容を整理して示したもので

ある22）。ここに示されている内容は，実在問題の

３領域と関連付けることができる。

　第３学年では，「地域や自分自身の安全に関し

て」とあることから，「健康・安全」領域の実在

問題を扱うことができる。第４学年では，「節水
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や節電，ごみの減量や水を汚さない工夫，自然災

害に対する日頃からの備え，伝統や文化の保護・

継承などに関して」とあることから，「環境・文

化」領域の実在問題を扱うことができる。そして，

第５学年では，「これからの農業や工業などの発

展，情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の

向上などについて」「国土の環境保全に関して」

とあることから，「社会・経済」「環境・文化」領

域の実在問題を扱うことができる。第６学年の

「「国や地方公共団体の政治」については，「社会

保障，自然災害からの復旧や復興，地域の開発や

活性化」とあるように，すべての領域にかかわる

実在問題を扱うことができる。

　なお，第６学年の「国や地方公共団体の政治」

の中にある自然災害の問題については，他学年で

は，実在問題の内容としては示されていないもの

の，第４学年，第５学年においても学習内容とさ

れていることから，すべての学年で扱うことがで

きる。さらに，「健康・安全」領域にかかわる問

題は，その危険性が問題視され，自身の身体や生

命にかかわるものとなる。このことから，権利や

自然にかかわる他の領域の問題と比べると，子ど

もと実在問題との距離が心理的に近いものとな

る。身体や生命といった子どもと実在問題との距

離が比較的近い事象については，子どもがそれを

「問題」として捉えやすいということが実証的に

も明らかにされてきている23）。また，小学校中学

年段階においては，地域を肯定的に捉える傾向が

あることをふまえると24），地域の「環境・文化」

にかかわる価値の喪失は，「社会・経済」にかか

わる問題よりも子どもにとって問題となりや

すい。

　以上の検討にもとづくならば，中学年段階では，

「健康・安全」「環境・文化」領域にかかわる実

在問題を中心に扱い，高学年段階においては，す

べての領域の実在問題を扱うという配列が想定さ

れる。実在問題の配列については，学年が進むに

つれて，子どもと実在問題との距離が物理的にも

心理的に近いものから遠い問題を扱うという仮説

を設定することができる。

４　領域と配列をふまえた実在問題の内

容編成

　これまで論じてきた実在問題の領域と配列にも

とづき，小学校の学年段階に応じた実在問題の具

体を表３に示す。

　まず，小学校社会科授業において扱う実在問題

の領域は，「社会・経済」「環境・文化」「健康・

安全」の三つに分類することができ，それぞれに，

社会福祉や公的扶助などの社会保障に関わる問

題，公害や資源，エネルギーの消費や保護に関わ

る問題，自然災害やパンデミックの発生などの生

活基盤に関わる問題があてはまる。そして，配列

については，子どもと実在問題との距離が物理的

に近い具体的な問題，今ここで生じている問題を

入口とし，徐々に抽象的な問題，他地域の問題を

扱うものとなる。同時に，「健康・安全」「環境・

文化」領域にかかわる問題のように，子どもと実

在問題との距離が心理的に近い問題から，「社会・
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表２　学年ごとの「社会に見られる課題」の内容

「社会に見られる課題」の内容にかかわる記述年

例えば，地域や自分自身の安全に関して，地域

や生活における課題を見いだし，それらの解決

のために自分たちにできることを選択・判断し

たり，これからの市の発展について考えたりす

る力を養うようにする。

３

例えば，節水や節電，ごみの減量や水を汚さな

い工夫，自然災害に対する日頃からの備え，伝

統や文化の保護・継承などに関して，地域や生

活における課題を見いだし，それらの解決のた

めに自分たちにできることを選択・判断する力

を養うようにする。

４

例えば，これからの農業や工業などの発展，情

報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向

上などについて考えたり，国土の環境保全に関

して課題を見いだし，その解決のために自分た

ちにできることを選択・判断したりする力を養

うようにする。

５

「国や地方公共団体の政治」については，社会

保障，自然災害からの復旧や復興，地域の開発

や活性化などの取組の中から選択して取り上

げる。

６



経済」領域にかかわる問題のように，自身が受苦

を直接的に捉えにくい問題を扱うようにする。

　以上の領域と配列にもとづき，小学校第３学年

では，「健康・安全」領域にかかわる「地域の交

通事故や火災等日常の危険の問題」，「環境・文化」

領域にかかわる「地域の歴史的景観の喪失等発展

の問題」を扱うことが考えられる。

　第４学年では，「健康・安全」領域にかかわる

「地域の消防団員の減少等防災の問題」，「環境・

文化」領域にかかわる「地域の食品ロスの増加等

廃棄物の問題」，「地域の継承者の減少等伝統行事

の問題」を扱うことが考えられる。このように，

中学年段階では，具体的かつ今ここで生じている

実在問題を扱うようにする。

　第５学年からは，地域社会生活から国民生活へ

と教育内容が拡大することから，すべての領域に

かかわる実在問題を扱うことが可能になる。例え

ば，「健康・安全」領域では，「高地や低地に住む

人々の生活の問題」（他地域の問題）を扱ったり，

「我が国の食料自給率の低下の問題」（抽象的な問

題），「我が国の情報漏洩の問題」（抽象的な問題），

「日本各地の防災にかかわる問題」を扱ったりす

ることが考えられる。防災にかかわる問題は，我

が国全体にかかわる抽象的な問題となる。ただし，

自然災害は，各地域の自然条件によってその内容

や被害が異なるものであることから，他地域の問

題として扱うことで，今ここで生じている問題の

比較対象とすることもできる。そして，「環境・

文化」領域にかかわる実在問題は，「我が国の森

林の荒廃の問題」（抽象的な問題）を扱い，「社

会・経済」領域にかかわる実在問題として，「我

が国の農業や水産業，中小企業における働き手の

減少の問題」を扱うことが考えられる。働き手の

減少の問題は，抽象的な問題でもあり，一つの地

域に焦点化して示すことで他地域の問題として扱

うこともできる。先述したように，産業にかかわ

る問題は，環境保全や生活の危機とも関連付く問

題であることから，領域間の関連を意図して，問

題を扱う必要がある。

　最後に，第６学年では，全領域において，具体

的かつ今ここで生じる実在問題を「地方公共団体

が対応する問題」として扱うことができる。さら

に，SDGsとも関連付けながら，「途上国の貧困の

問題」（「健康・安全」領域），「地球環境問題」

（「環境・文化」領域），「世界の人権問題」（「社

会・経済」領域）といった抽象的な問題を扱うこ

とができる。地方公共団体が対応する問題は，具

体的かつ今ここで生じる問題を扱うという点にお

いて，中学年段階の学習と共通するものの，先に

述べたように，地方公共団体が実施する対策（政

策）の問題も検討していくことで差異を設けるこ

とができる。

５　おわりに

　本研究では，社会問題を実在問題としたうえで，

小学校社会科において，実在問題を扱った学習を

展開するための内容編成の在り方の検討を行っ

た。本稿の中で示した実在問題の領域と配列は，

先行研究の分析，検討を行うとともに，小学校社

会科における教育内容についても加味したうえで

明らかにしたものであることから，教育現場にお

ける公民教育のカリキュラムの構築に資するもの

になる。

　しかし，同時に，ここに示した領域と配列，さ

らには，実在問題の内容については未完であるこ

とも念頭においていく必要がある。実在問題を

扱った学習を開かれたものとするためにも，その

領域と配列については，社会情勢や地域や学校の

実情をふまえて常に検討し，修正を加えていかな

くてはならない。このような不断の吟味を行って

いくことにより，汎用性のある内容編成原理が明

らかになる25)。

　さらに，実在問題を扱った学習のカリキュラム

を構築していくためには，本研究では，言及でき

なかった実在問題の解決方法も検討し，実在問題

の内容や学年段階に応じた「違い」についても明

らかにしていく必要がある。例えば，実在問題の

抽象度を高めていくことは，同時に，認識内容を

拡大していくことになり，より多くの知識の習得

を子どもに要請するものとなる。それに対する解

決策を検討することは小学校段階においては，容

易ではないことから，実在問題の内容の拡大に応

じて，政策レベルの解決策ではなく，個人レベル

の解決策について検討させていくことが考えられ
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る。また，小原が指摘するように，問題の解決策

を選択する段階（意思決定）から，子どもが新た 

な問題を見出し，解決策を構築する段階（社会形

成）へと発展性を設けていくことも考えられる26）。

表３　小学校社会科における実在問題の内容編成

健 康 ・ 安 全環 境 ・ 文 化社 会 ・ 経 済

自然災害やパンデミックの発生

などの生活基盤に関わる問題

公害や資源，エネルギーの消費

や保護に関わる問題

社会福祉や公的扶助などの社

会保障に関わる問題

内
容

災害，事故，事件，個人情報，

病気，生命等

廃棄物，資源，エネルギー，森

林，公害，温暖化，景観，伝

統，文化等

高齢者，貧困，格差，障害者，

ジェンダー，雇用等

キ
ー
ワ
ー
ド

危険のレトリック

人々の健康や身体の安全への

危険を問題とする。

喪失のレトリック

自然，伝統文化，清らかさなど

が失われることを問題とする。

権利のレトリック

あらゆる人に対して，平等な制

度的アクセスを保障されない

ことを問題とする。

レ
ト
リ
ッ
ク

第
３
学
年

第
 ４
 学
 年

第
  ５
  学
  年

第
 ６
 学
 年

具体的かつ今ここで生じる実在問題 　　　　　他地域で生じる実在問題 　　

抽象的な実在問題 　　　　　　　　　　　　　他地域で生じる実在問題と抽象的な実在問題 

地域の歴史的景観の喪失等

発展の問題

地域の交通事故や火災等日

常の危険の問題

地域の消防団員の減少等防

災の問題

高地や低地に住む人々の生

活の問題

我が国の食料自給率の問題

我が国の情報漏洩の問題

我が国の森林の荒廃の問題

我が国の農業や水産業，林

業，中小企業における働き

手の減少の問題

日本各地の防災にかかわる

問題

地域の食品ロスの増加等廃

棄物の問題

地域の継承者の減少等伝統

行事の問題

地方公共団体における少子

高齢化や公共交通空白地帯

の対策の問題

世界の人権問題

地方公共団体における廃棄

物処理対策の問題

我が国の情報漏洩の問題

地方公共団体における災害

対策の問題

地球環境問題 途上国の貧困の問題
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